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平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害の被害者の権利

利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の適用について（依命通達）

本年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震（以下「本件地震」という。）の深刻な被

害状況を受け、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する

法律（平成８年法律第85号。以下「法」という。別添１参照）に基づき、平成23年東北地

方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定

に関する政令（平成23年政令第19号。以下「政令」という。別添２参照）が、３月13日に

公布・施行された。

これに伴い、本日、平成23年国家公安委員会告示第６号（以下「告示」という。別添３

参照）により、国家公安委員会所管の法令について、本件地震の被害者の行政上の権利利

益に係る満了日を延長する措置を講ずることとした。

法、政令及び告示の概要その他運用上留意すべき事項は下記のとおりであるから、事務

処理上遺憾のないようにされたい。

命により通達する。

記

１ 法の概要について

著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害の被害者の行政上の権利利益

の保全等を図るための措置を講ずること等が特に必要と認められるものを特定非常災害

として政令で指定するとともに、当該特定非常災害に対し、被害者の行政上の権利利益

であってその存続期間が特定非常災害発生日以後に満了するもの（以下「特定権利利

益」という。）に係る満了日の延長に関する措置（第３条）、特定非常災害発生日以後

に法令に規定される履行期限が到来する義務（以下「特定義務」という。）であって特

定非常災害により当該履行期限が到来するまでに履行されなかったものに係る免責に関

する措置（第４条）、特定非常災害によりその財産をもって債務を完済することができ

なくなった法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置（第５条）等のうち適用すべ



き措置を政令で指定することなどを定めている。

このうち、特定権利利益に係る満了日を延長する措置（以下「満了日延長措置」とい

う。）は、当該措置の対象となる特定権利利益の根拠となる法令の条項ごとに、対象地

域、対象者及び満了日を告示により指定するものとされている（第３条第２項）。

２ 政令の概要について

特定非常災害として本件地震による災害を指定する（第１条）とともに、特定権利利

益の延長期日を本年８月31日とする（第３条）ことなどを定めている。

３ 告示の概要について

(1) 対象地域（第１条）

満了日延長措置の対象地域は、災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された

地域を参考に、岩手県及び宮城県の全域並びに青森県、福島県、茨城県、栃木県、

千葉県、新潟県及び長野県の一部地域とした。（帰宅困難者対策のために同法が適

用された東京都は除いた。）

(2) 対象者（第２条）

満了日延長措置の対象者は、その住所が(1)の地域内に在る者又は法人であって、

各法令の条項ごとに規定されているものとした。

(3) 延長後の満了日（第３条）

満了日延長措置による延長後の満了日は、本年８月31日とした。

４ その他運用上留意すべき事項

(1) 法第３条第３項関係

告示により指定された延長の措置のほか、都道府県公安委員会を含む行政庁等

は、特定非常災害の被害者であって、その特定権利利益について保全又は回復を必

要とする理由を記載した書面により満了日の延長の申出を行ったものについて、期

日を指定してその満了日を延長することができるとされている（法第３条第３項）

ことから、同項の適用の適否については、個別の申出ごとに判断すること。

(2) 法第４条関係

免責期限（政令第４条において本年６月30日とされている。）が到来する日の前

日までに履行期限が到来する特定義務が免責期限が到来する日までに履行されたと

きは、当該特定義務が特定非常災害により履行されなかったことについて、責任は

問われないものとされている（法第４条第２項）ことから、同項の該当性について

は、個別の事案ごとに判断すること。
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